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ポイント�

子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

講
習
会

子
育
て
家
庭
の
様
子
や
、
親
子

と
接
す
る
た
め
の
知
識
と
実
技
な

ど
を
学
び
ま
す
。

◆
日
時

１１
月
７
日（
月
）・
８
日

（
火
）・
１４
日（
月
）・
１５
日（
火
）の
い

ず
れ
も
午
前
１０
時
〜
正
午
（
４
回

１
コ
ー
ス
）。

◆
会
場

区
民
セ
ン
タ
ー
。

◆
対
象

子
ど
も
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
関
心
が
あ
る
方
。

◆
定
員
・
費
用

２０
人
程
度
。
無

料
。

◆
申
込
方
法

１０
月
１２
日（
水
）か

ら
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
、
電

話
で
左
記
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
先
着
順
。

（
申
込
先
・
詳
細
）区
役
所
保
健
福

祉
サ
ー
ビ
ス
課
子
育
て
支
援
担
当

（
区
民
セ
ン
タ
ー
内
）

�（
８２２
）２
４
０
０

内
線
５７２

子
育
て
グ
ル
ー
プ
懇
談
会

「
お
し
ゃ
べ
り
広
場
」

子
育
て
し
て
い
る
親
同
士
が
集

ま
っ
て
、
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
し

ま
せ
ん
か
。

◆
日
時

１１
月
２９
日（
火
）・
１２
月

１
日（
木
）の
い
ず
れ
も
午
後
２
時

〜
３
時
３０
分
（
２
日
間
１
コ
ー

ス
）。

◆
会
場

区
民
セ
ン
タ
ー
。

◆
対
象

０
歳
か
ら
就
学
前
の
乳

幼
児
を
育
て
て
い
る
保
護
者
（
懇

談
の
間
は
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り

し
ま
す
）。

◆
定
員
・
費
用

１０
人
。
無
料
。

◆
申
込
方
法

１０
月
２８
日（
金
）か

ら
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
、
電

話
で
左
記
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
先
着
順
。

（
申
込
先
・
詳
細
）区
役
所
保
健
福

祉
サ
ー
ビ
ス
課
子
育
て
支
援
担
当

（
区
民
セ
ン
タ
ー
内
）

�（
８２２
）２
４
０
０

内
線
５７２

日
曜
サ
ロ
ン

親
子
が
自
由
に
集
い
、
ふ
れ
あ

い
を
楽
し
む
場
で
す
。
お
父
さ
ん
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

ご
近
所
の
方
も
遊
び
に
い
ら
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

１０
月
２３
日（
日
）午
前
１０

時
３０
分
〜
正
午
。

◆
会
場

美
園
児
童
会
館
（
美
園

６－

５
）、東
月
寒
児
童
会
館
（
月

寒
東
３－

１６
）。

◆
参
加
方
法

当
日
、
直
接
会
場

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
詳
細
）区
役
所
保
健
福
祉
サ
ー
ビ

ス
課
子
育
て
支
援
担
当
（
区
民
セ

ン
タ
ー
内
）

�（
８２２
）２
４
０
０

内
線
５７２

西
岡
図
書
館
か
ら

＜

子
供
と
と
も
に
本
を
楽
し
む
会＞

（
幼
児
・
小
学
生
）

１１
月
２
日

（
水
）。
午
前
１１
時
〜
１１
時
３０
分
。

＜

た
の
し
い
お
話
の
会＞

（
幼
児

・
小
学
生
）
１０
月
１２
日
・
１９
日
・
２６

日
、１１
月
２
日
・
９
日
の
い
ず
れ
も

水
曜
日
。
午
後
３
時
〜
３
時
３０
分
。

＜

あ
お
ぞ
ら
く
ら
ぶ＞

（
幼
児
・

小
学
生
）

１０
月
１９
日（
水
）。
午

前
１０
時
３０
分
〜
１１
時
。

（
詳
細
）西
岡
図
書
館

夜
間
・
休
日
納
税
相
談

夜
間
・
休
日
の
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
平
日
の
日
中
に

来
庁
で
き
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

夜
間＝

１０
月
２０
日（
木
）、

１１
月
１０
日（
木
）の
い
ず
れ
も
午
後

８
時
ま
で
。
休
日＝

１０
月
１６
日

（
日
）午
前
９
時
〜
午
後
４
時
。

◆
会
場

区
役
所
３
階
納
税
課
。

（
詳
細
）区
役
所
納
税
課

内
線
２７９

行政相談委員が、道路整備、年金、福祉など、国政に
対する苦情・要望をお受けします。
◆日時・会場 １０月２０日（木）午前１０時～午後４時。
区役所１階相談コーナー。
◆費用 無料。
※また、下記の各委員が、電話でも行政相談に応じます。

い が らしまさ み△

五十嵐政三委員 �８２２－３７５３
ほし まさよし△

星 政良委員 �８２１－０５６５
（詳細）区役所総務企画課広聴係 内線２１４

札幌市は豊かな自然に恵まれており、秋にきのこ狩りを気軽に楽しむ区民の方が増えています。しかし、きのこは食・
毒の区別の難しいものが多く、食中毒になる事例が後を絶ちません。
以下のポイントをしっかりと守り、きのこによる食中毒を防ぎましょう。

・知らないきのこは“採らない”“食べない”“人にあげない”
・思い違いや昔からの誤った言い伝えを信じない
（以下のような迷信には全く根拠がありません）
× 縦に裂けるきのこは食べられる？ × 虫が食べたきのこは食べられる？
× ナスと一緒に食べれば大丈夫？
・種類ごとに区別して持ち帰り、調理する前にもう一度確認する

広 告 欄

▼

毒
き
の
こ
の
１
種
テ
ン
グ
タ
ケ

ひと口健康メモ 第５回～毒きのこに気をつけて！～

一日行政相談

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
で
安
心
・
確
実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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